
　が発注する下記機械の導入に

発注構成員 有限会社　一已　代表取締役　安藤　順三

案件5号

導入機械

納入期限 契約日から令和9年2月28日まで

納入場所 北海道深川市一已町字一已７８８４番地

案件2号

導入機械 ロータリーSKD2800-4Lと同等の性能を有する製品 1台

納入期限

発注構成員 有限会社　一已　代表取締役　安藤　順三

有限会社　一已　代表取締役　安藤　順三

案件4号

導入機械

納入期限 契約日から令和9年2月28日まで

納入場所 北海道深川市一已町字一已７８８４番地

発注構成員

案件3号

納入期限 契約日から令和9年2月28日まで

納入場所 北海道深川市一已町字一已７８８４番地

発注構成員 有限会社　一已　代表取締役　安藤　順三

契約日から令和9年2月28日まで

納入場所 北海道深川市一已町字一已７８８４番地

導入機械 自動操舵XC1/XR1-SET-KACH一式と同等の性能を有する製品 1台

一般競争入札公告

有限会社　一已 代表取締役　安藤　順三

関する一般競争入札について次のとおり実施します。

令和8年6月15日

有限会社　一已

代表取締役　安藤　順三

1　入札に関する事項

案件1号

導入機械 トラクターM135GEPFQBMWR5と同等の性能を有する製品 1台

納入期限 契約日から令和9年2月28日まで

納入場所 北海道深川市一已町字一已７８８４番地

発注構成員 有限会社　一已　代表取締役　安藤　順三



へ持参

入札書（指定様式）

価格内容内訳書（任意様式）

担当　 TEL

(4)開　　札
入札後、直ちに立会人立会い

の上、開札

問合わせ先 安藤　順三 090-1647-2458

結果通知時に記載

(2)入札場所
きたそらち農業協同組合 北海道深川市深川町字メム10号線

本所　会議室 山3線5850号

(3)入札書類
入札書については参加資格結果通知時

にe-mail添付の様式を使用

令和8年6月23日(火)
入札参加申請書記載のe-mailアドレス

(1)通知 へ送信

4　入札執行の場所及び日時等

(1)入札予定日時
令和8年6月29日(月) 予定であり変更の場合有り 参加資格

午前9時30分

(2)入札参加申請書 令和8年6月15日(月)から

入札参加申請書・契約に係る指名停止

等に関する申立書に押印の上

　 等　提出期間    令和8年6月22日(月)まで 北海道深川市一已町字一已７８８４番地

安藤　順三

(3)参加資格結果

（５）事業決定通知（８月中旬以降）後の代金支払いが可能であること。

3　入札参加申請書交付・申込等の日程

(1)入札参加申請書 令和8年6月15日(月)から 下記入札参加申請書・契約に係る指名

停止等に関する申立書を印刷の上使用(1)交付期間    令和8年6月22日(月)まで

2　入札参加資格

（１）当組合の構成員が役員をしている企業及びその企業と親子関係にある企業で

　　　はないこと。

（２）機械導入後の整備・補修等メンテナンス対応が可能であること。

（３）農林水産省の機関から物品契約に係る指名停止の措置等を受けていないこと。

（４）契約書・納品書・請求書・領収書・販売証明書等の導入証明書類発行が可能

　　　であること。



案件1号 案件2号 案件3号 全案件

㊞

電話番号：

e-mailアドレス：

代表者氏名：

担当者氏名：

住　　所：

商号又は名称：

　尚、この申請書記載の内容につきましては事実と相違ないことを誓約します。

参加希望案件

※参加希望案件を〇で囲う。全件参加の場合は全案件に〇

郵便番号：

令和　　年　　月　　日

有限会社　一已

代表取締役　安藤　順三　殿

一般競争入札　入札参加申請書

　貴社が発注する令和8年6月15日付一般競争入札公告　案件1号～3号の入札に参加

したいので、本申請書を提出致します。



（記号）

所在地

商号名又は名称

 　代表者の役職及び氏名 

　　　　場合は、この限りではない。   

　　　４  間接補助事業者に対する申立ての場合であって、推進事業者等である地方公共団体が本様式と同趣

    　　旨の申立書を徴することを求めている場合は、本様式を改変して当該申立書と一体のものとして徴す

　　　　ることができる。

　　　　含む。

　　　３　「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

　　　　する法律（昭和22年法律第54号）に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた場合であって、

　　　　その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域における指名停止の措置を受けた

　　　　場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。  

　　　　　ただし、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過した

は一切申し立てません。     

（注）１　〇〇には、「工事請負」又は「物品・役務」のいずれかを記載すること。

　　　２　この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分局並びに

　　　　農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。

　　　　　ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務務局を

㊞ 

　当社は、貴殿発注の物品契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域について、

現在、農林水産省の機関から物品契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申

し立てます。

　また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることになっても、異議

契約に係る指名停止等に関する申立書

第　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

有限会社　一已

代表取締役　安藤　順三　　様

別記様式第2号（第12、第29関係）


